
飯綱町農業者向け原油価格・物価高騰緊急対策給付金交付要綱 

 

令和4年8月1日告示第106号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大等に伴う原油価格・物価高騰

により経済的に影響を受けている町内の農業者に対して経営支援をすることを

目的として、農業者向け原油価格・物価高騰緊急対策給付金（以下「給付金」と

いう。）を支給することについて、飯綱町補助金等交付規則（平成17年飯綱町規

則第27号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（給付対象者） 

第２条 給付金を受けることができる農業者（以下「給付農業者」という。）は、

令和４年４月１日時点において、町内に居住又は事業所を有し、次の各号のいず

れにも該当するものとする。 

(１) 令和３年分の農業収入を申告している者 

(２) 令和３年分の農業収入が50万円以上の者。ただし、飯綱町第６波対応事業

者支援給付金の該当者は除く 

(３) 町税等の滞納がないこと（分納誓約書により納付を履行している者を除く） 

２ 前項の規定にかかわらず、飯綱町暴力団排除条例（平成23年飯綱町条例第21号）

第２条第２号に規定する暴力団員は対象としない。 

（給付金額） 

第３条 給付金の額は、予算の範囲内において、次の表のとおりとする。 

令和３年分の確定申告による農業収入額 給付金額 

50万円以上100万円未満 １万円 

100万円以上300万円未満 ３万円 

300万円以上500万円未満 ５万円 

500万円以上1,000万円未満 10万円 

1,000万円以上5,000万円未満 20万円 

5,000万円以上 30万円 

２ 令和４年４月１日以前に経営移譲をし、前経営体と同一経営と認められる場合

は、前経営体の農業収入とする。 

（給付金の申請） 

第４条 給付金の申請は、令和４年９月１日から同年４年11月30日までに、農業者

向け原油価格・物価高騰緊急対策給付金支給申請書兼口座振込依頼書（様式第１

号）に、次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。 



(１) 農業法人にあっては、直近の法人税の確定申告書の写し及び法人の農業収

入額が確認できる書類 

(２) 個人事業者にあっては、令和３年分の確定申告書の写し又は住民税申告書

の写し及び業種名を記載した収支内訳書の写し 

(３) その他町長が必要と認める書類 

（給付金の支給決定等） 

第５条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請書等を審査し、

及び必要に応じ現地を調査した上、支給又は不支給を決定し、農業者向け原油価

格・物価高緊急対策給付金支給決定通知書（様式第２号）又は農業者向け原油価

格・物価高騰緊急対策給付金不支給決定通知書（様式第３号）により申請者に通

知するものとする。 

（給付金の返還請求） 

第６条 給付金の支給後、給付農業者に不正があったと認められたときは、給付金

の全額を返還するものとし、給付農業者は町長の請求に応じ、給付金を返還しな

ければならない。 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は、町

長が別に定める。 

附 則 

この告示は、交付の日から施行する。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

様式第１号（第４条関係表面） 

町使 用欄  

受付 番号  

 

農業者向け原油価格・物価高騰緊急対策給付金支給申請書兼口座振込依頼書 
 

令和  年  月  日 
 

飯綱町長 様 
 
 農業者向け原油価格・物価高騰緊急対策給付金の支給を受けたいので次のとおり申
請します。また、本申請書の誓約事項を遵守します。 
  

１．申請者の情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２．事業所等情報 

 

 

 

 

 

 
３．令和３年分農業収入額区分 

令和３年分確定申告書等の農業収入額に該当する区分へチェックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 ４．申請額（上記３の該当する給付金額を記載してください） 

フリ ガナ   電話 番号  

氏名 ・名称  
（ 法 人 は 、 社 名 、 代 表
者 の 職 ・ 氏 名 も 記 載 ）  

 

 

住所 ・所在地  

〒３ ８９ʷ  

飯綱町大字  

振込 口座  

金融 機関名  支所 ・支店名  口座 種別  

  普通  

当座  

口座 番号  口座 名義  

 （ カ ナ ）  

 

事

業

所  

フリ ガナ   

業種  農業  
事業 所名   

所在 地  
〒３ ８９ʷ  

飯綱 町大字  

事業 所等の  

電話 番号  
 

農

業

収

入

額  

ﾁｪｯｸ 収入 額区分  給付金額  ﾁｪｯｸ 収入 額区分  給付金額  

□  50～100万円  10,000円  □  500～1,000万円  100,000円  

□  100～300万円  30,000円  □  1,000～5,000万円  200,000円  

□  300～500万円  50,000円  □  5,000万円 以上  300,000円  

申  請  額  円  

裏面に続きます 



  裏面 

 ５．確認事項（該当する箇所にチェックをしてください） 

 

 

 

  

６．誓約事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

７．添付書類（添付した書類にチェックをしてください） 

   

①提 出書類の 記載 に軽 微な不 備が あった場 合  
□ 町による 修正 を認 めます 。  

□ 自ら修正 しま す。  

②町 税等の滞 納  □ 町税等の 滞納 はあ りませ ん。  

（１）本申請において提出した書類の記載内容は事実に相違ありません。また、事
実でないことが判明した場合は給付金の返還等に応じるとともに、農業者又
は法人農業者名の公表に応じます。 

（２）町から検査・報告・是正のための措置の求めがあった場合は、速やかにこれ
に応じます。 

（３）法人農業者にあっては、農業経営に必要な許可等を全て有しています。 
（４）申請書類に記載された情報を確認できない場合は、町が申請内容の確認及び

調査等をすることに同意します。 
（５）給付金の交付要件の該当性等を審査するため、町が私（当事業所）について

必要な税務情報等の公簿等の確認をすることや必要な資料を他の行政機関等
に求めることに同意します。 

（６）代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員等が飯綱町暴力団
排除条例第２条に規定する暴力団員に該当せず、かつ、将来にわたっても該
当しません。 

□ 直近の法 人税 の確 定申告 書（ 一式）の 写し及 び  

法人 の農業収 入額 が確 認でき る書 類  
法人 農業者の 場合  

□ 令和３年 分の 確定 申告書 の写 し又は  

住民 税申告書 の写 し及 び収支 内訳 書の写し  
個人 農業者の 場合  

□ 振込先口 座と 口座 名義が わか る通帳の 見開き ペー

ジの 写し  
令 和 ３ 年 度 飯 綱 町 新 型 コ ロ
ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 主 食
用 米 等 支 援 事 業 補 助 金 を 申
請 し た 方 で 、 振 込 先 の 変 更
がな い方は不 要で す  

□ 本人確認 書類 （マ イナン バー カードの 写し、 運転

免許 証の写し 等）  

 

署名 

氏名・名称 

（法人は、社名、代表者の職・氏名）                     

町処理欄 

申請書類の内容を確認し、右のとおり認める。 

課  ⾧  係  ⾧  担 当 者  

   

 

交付 可否  理由 （否の場 合）  

可  否  

1．  収入 が交付基 準に 満た ない  
2．  事業 実態が確 認で きな い  
3．  添付 書類不備  
4．  町税 等を滞納 して いる  
5．  その 他（        ）  

 

※上記以外にも書類が必要となる場合があります 



様式第２号（第５条関係） 

 

農業者向け原油価格・物価高騰緊急対策給付金支給決定通知書 

 

番     号 

年  月  日 

 

      様 

 

飯綱町長 峯村 勝盛  

 

   年  月  日付けで申請のあった農業者向け原油価格・物価高騰緊急対

策給付金については、下記のとおり支給を決定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

    給付金支給決定額    金       円 

 

 支 払 予 定 日      年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この決定に不服があるときは、飯綱町長に対してこの決定があったことを知っ

た日の翌日から起算して３月以内に行政不服審査法の規定による審査請求をす

ることができる。 



様式第３号（第５条関係） 

 

農業者向け原油価格・物価高騰緊急対策給付金不支給決定通知書 

 

番     号 

年  月  日 

 

      様 

 

飯綱町長 峯村 勝盛  

 

   年  月  日付けで申請のあった農業者向け原油価格・物価高騰緊急対

策給付金については、下記事由により支給できませんので通知します。 

 

 

記 

 

 

 【事由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この決定に不服があるときは、飯綱町長に対してこの決定があったことを知っ

た日の翌日から起算して３月以内に行政不服審査法の規定による審査請求をす

ることができる。 


